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議案第88号 説明資料 
 

幕別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現   行   条   例 改   正   条   例 

○幕別町印鑑登録及び証明に関する条例 
（昭和52年３月25日 条例第２号） 

 

第１条   略 

 

 （登録の資格） 

第２条 印鑑を登録できる者は、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号。以下

「法」という。）に基づき本町に記録されている15才以上（成年被後見人を

除く。）の者とする。 

 

第３条及び第４条   略 

 

 （印鑑登録の拒否） 

第５条 町長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑の登録を拒否すること

ができる。 

 ⑴ 住民基本台帳に記録されている氏名若しくは通称（住民基本台帳法施行

令（昭和42年政令第292号）第30条の26第１項に規定する通称をいう。以

下同じ。）の全部又は一部を表していると認められないもの 

 

 

 ⑵～⑸   略 

 

第６条～第17条   略 

 

○幕別町印鑑登録及び証明に関する条例 
（昭和52年３月25日 条例第２号） 

 

第１条   略 

 

 （登録の資格） 

第２条 印鑑を登録できる者は、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号。以下

「法」という。）に基づき本町に記録されている15才以上（意思能力を有し

ない者を除く。）の者とする。 

 

第３条及び第４条   略 

 

 （印鑑登録の拒否） 

第５条 町長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑の登録を拒否すること

ができる。 

 ⑴ 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏（住民基本台帳法施

行令（昭和42年政令第292号。以下「令」という。）第30条の13に規定す

る旧氏をいう。以下同じ。）若しくは通称（令第30条の16第１項に規定す

る通称をいう。以下同じ。）又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合

わせて表していると認められないもの 

 ⑵～⑸   略 

 

第６条～第17条   略 

 

 


